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以下のとおり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の一部を総務省へ返還し

ますので、お知らせします。 

 

１ 事案の概要 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和５年度に実施した岡山市

民会館の指定管理者に対する業務継続支援金について、会計検査院から交付対象事業費を過

大に精算していたとの指摘を受けたため、過大精算とされた交付金の一部を返還するもの。 

 

 

２ 返還額 

 7,111 千円 

 

 

３ 過大精算理由 

岡山市の支援金交付要綱に基づく支援対象経費（光熱費）の算定は、原則的には令和５年４月

から令和６年２月の１１か月の実績額に残り１か月の見込額を加えて算定するところ、令和５年９

月に岡山芸術創造劇場ハレノワがオープン、年度末に岡山市民会館が閉館する中、閉館まで施

設の管理運営を継続する必要があったことから、要綱第５条第３項の規定に基づき、令和５年４

月から同年９月の６か月の実績額と残り６か月の見込額により、早期に支援を行った。 

交付金充当額と原則的算定との乖離が大きいため、会計検査院から差額の返還を求められた

もの。 

 

 

４ 今後の対応 

指摘を受けた過大精算分（7,111千円）について、速やかに総務省へ返還します。 

 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の返還について 

(令和５年度岡山市指定管理業務継続支援金（岡山市民会館関係）) 

随 時 



 

 

 
【参考】 

○ 令和５年度岡山市指定管理業務継続支援金交付要綱 

（対象経費） 

第５条 支援事業の実施に際し支出される経費のうち，支援金の交付額の算定にあたって対象となる経費（以下「支

援対象経費」という。）は，次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし，支援対象経費の算定の際には消費

税及び地方消費税相当額を除くものとする 

(1) 令和５年４月から令和６年２月までの指定管理業務において支出した光熱費から令和３年４月から令和４年２月

までに支出した光熱費を控除して得た額に１１分の１２を乗じて得た額 

－省略－ 

３ 第１項にかかわらず，市長は，特別な事情があるときは，別の方法により支援対象経費を算定することができる。 
 
 
 

【問い合わせ先】 
岡山市 文化振興課 上西・安田  直通086-803-1054 内線3742・3743 

 








